
 
改正前（～令和 5 年 3月 31 日） 

 

 
改正後（令和 5年 4 月 1 日～） 

 

表示内容は､施設､事業所等の名称､方向､距離などの必要最小限の案内誘導を行うもので､サービス内容､商品名等 

の表示のないもの。ただし、病院又は診療所については、診療科目を表示できるものとする。 

広告主が２者以上共同の場合の面積：1 面１０㎡以内､全面２０㎡以内､1者あたり 1 面２㎡以内､全面４㎡以内 

広告主が２者以上共同の場合の面積：1面１５㎡以内､全面３０㎡以内､1者あたり 1面３㎡以内､全面６㎡以内 


